
 

一

 
 

 

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
セ
ン
タ
ー
の
目
的
） 

第
三
条 

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
児
童
、
生
徒
、
学
生
又
は
幼
児
（
以

下
「
児
童
生
徒
等
」
と
い
う
。
）
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
、
そ
の
設

置
す
る
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
適
切
か
つ
効
率
的
な
運
営
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の

た
め
に
必
要
な
援
助
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、

中
等
教
育
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
幼
稚
園
、
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
専
修
学
校
（
高
等
課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
（
第

十
五
条
第
一
項
第
八
号
を
除
き
、
以
下
「
学
校
」
と
総
称
す
る
。
）
の
管
理
下

に
お
け
る
児
童
生
徒
等
の
災
害
に
関
す
る
必
要
な
給
付
そ
の
他
ス
ポ
ー
ツ
及

び
児
童
生
徒
等
の
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
調
査
研
究
並
び
に
資
料
の
収

集
及
び
提
供
等
を
行
い
、
も
っ
て
国
民
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
五
条 

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を

行
う
。 

 

一
～
七 

略 

 

（
セ
ン
タ
ー
の
目
的
） 

第
三
条 

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
児
童
、
生
徒
、
学
生
又
は
幼
児
（
以

下
「
児
童
生
徒
等
」
と
い
う
。
）
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
、
そ
の
設

置
す
る
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
適
切
か
つ
効
率
的
な
運
営
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の

た
め
に
必
要
な
援
助
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、

中
等
教
育
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
幼
稚
園
又
は
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
を
除
き
、
以
下
「
学
校
」

と
総
称
す
る
。
）
の
管
理
下
に
お
け
る
児
童
生
徒
等
の
災
害
に
関
す
る
必
要
な

給
付
そ
の
他
ス
ポ
ー
ツ
及
び
児
童
生
徒
等
の
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
調

査
研
究
並
び
に
資
料
の
収
集
及
び
提
供
等
を
行
い
、
も
っ
て
国
民
の
心
身
の

健
全
な
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

   

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
五
条 
セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を

行
う
。 

 

一
～
七 

略 



  

二

 
八 

ス
ポ
ー
ツ
及
び
学
校
安
全
（
学
校
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る

学
校
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の

推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項

に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
第
三
十
条
に
お
い
て
「
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
及
び
学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に

規
定
す
る
専
修
学
校
（
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
等
課

程
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

お
け
る
安
全
教
育
及
び
安
全
管
理
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
学
校
に
お
け
る
児

童
生
徒
等
の
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
国
内
外
に
お
け
る
調
査
研
究
並

び
に
資
料
の
収
集
及
び
提
供
を
行
う
こ
と
。 

 

九
・
十 

略 

２ 

略 

  
 

 

附 

則 

 

（
保
育
所
等
の
災
害
共
済
給
付
） 

第
八
条 

セ
ン
タ
ー
は
、
当
分
の
間
、
第
十
五
条
及
び
附
則
第
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
管
理
下
に
お
け
る
児
童
福
祉

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
の
災
害
に
つ
き
、
当
該
児
童
の
保
護
者

に
対
し
、
災
害
共
済
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

保
育
所
（
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
を
い

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

八 

ス
ポ
ー
ツ
及
び
学
校
安
全
（
学
校
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る

学
校
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七

項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
第
三
十
条
に
お
い
て
「
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
け
る
安
全
教
育
及
び
安
全
管
理
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
学
校

に
お
け
る
児
童
生
徒
等
の
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
国
内
外
に
お
け
る

調
査
研
究
並
び
に
資
料
の
収
集
及
び
提
供
を
行
う
こ
と
。 

   

九
・
十 

略 

２ 

略 

  
 

 

附 

則 

 

（
保
育
所
等
の
災
害
共
済
給
付
） 

第
八
条 

セ
ン
タ
ー
は
、
当
分
の
間
、
第
十
五
条
及
び
附
則
第
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
保
育
所
等
（
保
育
所
（
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
を
い
う
。
）
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
に
規

定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
っ
て
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す



 

三

 
二 

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
三

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
（
次
号
の
施
設
を

除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
が
保
育
所
に
係
る
基
準
に
準
ず
る
も
の

と
し
て
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の 

 

三 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
っ
て
児

童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
三
十
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の 

 

四 

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
、
同

条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
又
は
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す

る
事
業
所
内
保
育
事
業
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
保
育
事
業
」
と
い
う
。
）

を
行
う
施
設 

 

五 

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
六

条
の
三
第
九
項
、
第
十
項
又
は
第
十
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す

る
施
設
（
次
号
の
施
設
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生

労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
が
特
定
保
育

事
業
を
行
う
施
設
に
係
る
基
準
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
及

び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

 

六 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五

る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
特
定
保
育
事
業
（
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定

す
る
家
庭
的
保
育
事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
及
び

同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
の
当
該
特
定
保
育
事
業
の
管
理
下
に
お
け
る
同
法

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
の
災
害
に
つ
き
、
当
該
児
童
の
保
護
者
に

対
し
、
災
害
共
済
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

               



  

四

十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助
成
を
受
け
て
い
る
施
設
の
設
置
者

の
当
該
助
成
に
係
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第
六

条
の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の 

２ 

略 

３ 

セ
ン
タ
ー
が
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
三
十
一

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
施
設
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
児
童
生
徒
等
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
」
と
、
第
四
十
条
第
二
号
中
「
第

十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
及
び
附
則
第
八
条
第
一
項
」
と
す
る
。 

   

２ 

略 

３ 

セ
ン
タ
ー
が
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
三
十
一

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
学
校
の
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
の
設
置
者
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
定
保

育
事
業
を
行
う
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
児
童
生
徒
等
」
と
あ
る
の
は
「
附

則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
」
と
、
第
四
十
条
第
二
号
中
「
第
十
五

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
及
び
附
則
第
八
条
第
一
項
」
と
す
る
。 

 

 
 

 


